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平成３０年第３回長万部町議会定例会（第１日目）

◎招集年月日 平成３０年 ９月 ７日（金）

◎招集の場所 長万部町役場 議場

◎開 議 日 時 平成３０年 ９月 ７日（金） 午前１０時００分

◎応 招 議 員（１０名）

１番 北 川 佳 嗣 ６番 大 谷 敏 弥

２番 長 﨑 厚 ７番 村 川 毅

３番 辻 紀 樹 ８番 健

４番 高 森 功 治 ９番 柏 倉 恵里子

５番 橋 本 收 司 10番 辻 義 雄

◎不応招議員 なし

◎出 席 議 員 応招議員に同じ

◎欠 席 議 員 不応招議員に同じ

◎地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名

町 長 木 幡 正 志 出 納 室 長 小 川 洋

副 町 長 佐々木 伸 也 消 防 長 佐 藤 英 代

総 務 課 長 本 前 武 広 病 院 事 務 長 田 辺 知 行

まちづくり新幹線課長 加 藤 慶 一 教 育 長 近 藤 英 隆

まちづくり新幹線課参事 岸 上 尚 生 教 育 次 長 岡 野 喜美雄

税 務 課 長 中 山 裕 幸 教育委員会事務局参事 佐 藤 修

町 民 課 長 佐 藤 剛 選挙管理委員会書記長 本 前 武 広

保 健 福 祉 課 長 岡 部 忠 監 査 委 員 北 口 義 昭

産 業 振 興 課 長 対 馬 政 宏 監 査 事 務 局 長 豊 嶋 慎 一

建 設 課 長 神 野 隆 之 農業委員会事務局長 対 馬 政 宏

水 道 ガ ス 課 長 中 里 博 也

◎本会議に職務のため出席した者の職氏名

議 会 事 務 局 長 豊 嶋 慎 一

議 事 係 長 増 田 理 恵

議 事 係 岡 田 幸
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◎議事日程

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 町長行政報告

日程第４ 議案第１号 長万部町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費給付条例の一

部を改正する条例

日程第５ 議案第２号 長万部町乳幼児等に対する医療費給付条例の一部を改正する条例

日程第６ 議案第３号 公有水面埋立について

日程第７ 議案第４号 平成29年度長万部町水道事業会計剰余金の処分について

日程第８ 議案第５号 平成30年度長万部町一般会計補正予算（第４号）

日程第９ 議案第６号 平成30年度長万部町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

日程第10 議案第７号 平成30年度長万部町介護保険特別会計補正予算（第１号）

日程第11 議案第８号 平成30年度長万部町病院事業会計補正予算（第１号）

日程第12 報告第１号 平成30年度に公表する健全化判断比率及び資金不足比率の報告につ

いて

日程第13 報告第２号 放棄した債権の報告について

日程第14 認定第１号 平成29年度長万部町一般会計決算認定について

日程第15 認定第２号 平成29年度長万部町後期高齢者医療特別会計決算認定について

日程第16 認定第３号 平成29年度長万部町国民健康保険特別会計決算認定について

日程第17 認定第４号 平成29年度長万部町介護保険特別会計決算認定について

日程第18 認定第５号 平成29年度長万部町公共下水道事業特別会計決算認定について

日程第19 認定第６号 平成29年度長万部町ガス事業会計決算認定について

日程第20 認定第７号 平成29年度長万部町水道事業会計決算認定について

日程第21 認定第８号 平成29年度長万部町病院事業会計決算認定について

日程第22 同意第１号 長万部町教育委員会委員の任命について

日程第23 諮問第１号 人権擁護委員の推薦について
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◎開会・開議宣告・議事日程

１０時００分 開会

○議長（辻義雄） ただいまの出席議員は１０名であります。

定足数に達しておりますので、これより平成３０年第３回長万部町議会定例会を開会いたします。

直ちに本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。

◎諸般の報告

○議長（辻義雄） 諸般の報告を事務局長からいたします。

豊嶋事務局長。

○議会事務局長 (豊嶋慎一) 諸般の報告をいたします。

監査委員から６月、７月分の出納検査報告書が提出されましたので、お手元に配付いたしました。

次に、議員派遣結果報告書が各議員から提出されましたのでお手元に配付いたしました。提出さ

れた報告書は、北海道町村議会議長会主催議員研修会および長万部町議会議員研修会であります。

次に、本定例会に議案等の説明のため、あらかじめ町長、教育長、その他執行機関およびそれぞ

れ委任または委嘱を受けた説明員の出席を求めております。以上であります。

○議長 (辻義雄） 以上で諸般の報告を終わります。

◎会議録署名議員の指名

○議長（辻義雄） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、議長において３番辻紀樹議員、７番村川

議員を指名いたします。

◎会期の決定

○議長（辻義雄） 日程第２、会期の決定の件を議題といたします。

お諮りいたします。本定例会の会期は本日から９月１４日までの８日間にしたいと思います。こ

れにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。

よって会期は本日から９月１４日までの８日間に決定いたしました。

◎町長行政報告

○議長（辻義雄） 日程第３、町長より行政報告がありますのでこれを許します。

木幡町長。
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〔町長(木幡正志)登壇〕

○町長（木幡正志） 行政報告を申し上げるにあたり、９月５日夜半から本道に上陸した台風２１

号、９月６日午前３時８分発生の北海道胆振東部地震で甚大な被害と多くの尊い命が失われ、今な

お不明な方の多くの犠牲者がおられることに、お見舞いとご冥福をお祈り申し上げます。また、辻

議長様はじめ議会議員の皆さまにも行政の対応にご理解とご協力を賜りましたこと、この場をお借

りいたしましてお礼を申し上げます。おかげさまで長期化するであろうと思われた停電も夜半に復

旧いたしましたが、全体の台風２１号の被害状況、北海道胆振東部地震被害状況について、全て把

握ができておりませんので、調査を継続し判明次第ご報告を申し上げます。行政報告の前の貴重な

時間を拝借いたしましたこと感謝を申し上げます。

それでは行政報告をいたします。第３回町議会定例会にあたり行政報告を申し上げます。

はじめに、財政関係について申し上げます。

本年度の普通交付税交付額は、７月２４日に決定されました。普通交付税の算定結果は、基準財

政需要額２７億２,６６１万６,０００円から基準財政収入額６億５,１２４万１,０００円、調整額

２４６万円を控除した２０億７,２７３万５,０００円が交付額となり、前年度と比較し３.６パー

セント、７,６５９万３,０００円の減額となりました。

次に、東京理科大学関係について申し上げます。

本年７月末に決定した東京理科大学の学部・学科の再編に伴う長万部キャンパスの今後の活用方

針につきましては、すでに第３回臨時会でご報告しておりますが、現在の基礎工学部の全寮制での

初年次教育は２０２０年度で終了し、葛飾キャンパスでの４年間の一貫教育となり、代わりに２０

２１年度から経営学部の一部を対象とした国際教育としての初年次教育を開始するとともに、２０

２２年度からはこれに加え、留学生の初年次教育を開始し、順次学生数の拡大を検討していくこと

になりました。学部・学科は変わりますが、長万部キャンパスでの全寮制による教育を継続してい

くということでありますので、引き続き理科大が長万部キャンパスを有効に活用できるよう協力し

てまいります。

本町と大学との地方創生連携事業である再生可能エネルギーを活用した先進的アグリビジネスプ

ロジェクトの平成３０年度事業につきましては、トマトハウスを１棟増設する工事を民間資本によ

り１０月末までの完了予定となっており、併せて生産・収穫・出荷・調整・運送・販売までのライ

ンを整備するとともに、管理体制の確立を優先して取り組んでいるところであります。また、現在

１棟目のハウスで栽培しているトマトが、９月初旬にも出荷可能となる見込みとなっており、今年

度の地方創生推進交付金がすでに４月に交付決定されておりますが、本交付金はソフト事業へ充当

するものとなっていることから、ブランディング・プロモーションと併せて販路拡大や大学との共

同研究などで活用するべく準備が進められているところであります。今後も引き続き本事業の成功

に向け、理科大と連携し取り組んでまいります。

次に、地域交通対策関係について申し上げます。

昨年から豊津地区では、ＪＲ北豊津駅の廃駅に伴い函館バスの函館・長万部線の路線変更をお願

いし、地域住民の交通利便性を維持していただいておりますが、町道豊津２号線から国道５号線を

長万部方面へ左折する際、国道の中央分離帯が支障となるため、バスが大きく膨らむ必要がありま

した。この箇所の改善について、函館開発建設部へ要望をしたところ、カーブに沿って設置されて

いるガードレールを外側へ移設する改善工事により対応していただき、移設工事は７月末に完了し
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たところであります。

また、舗装が劣化していた国道２３０号線茶屋川地区の延長３,７９０メートルの区間について

も、補修工事が完了し快適に走行できるように対応していただいたところであります。引き続き、

町内での円滑な交通環境を維持するため、各方面へ要望してまいります。

次に、都市計画マスタープランについて申し上げます。

長万部都市計画マスタープランについては、平成１６年３月に当町が目指す都市づくりの目標や

将来像として、第一次計画を作成したところでありますが、この間の我が国の社会状況の変化や、

１２年後の新幹線開業に伴い我が町の都市計画が大きく変化することが見込まれることから、当初

計画の見直しを検討する必要があります。

また、都市計画決定にあたっては新たに立地適正化計画を策定し、都市機能の集約および住居誘

導する区域を検討する必要性が生じております。このため、新たな都市計画決定を目標とし、関連

する各種計画の策定について取り組みを進めてまいります。具体的な時期については、都市計画決

定との整合が必要となる、北海道が策定する都市計画区域マスタープランについて、長万部区域の

見直しが平成３２年度末に予定されていることから、都市計画マスタープランの策定を平成３１年

度末まで、引き続き立地適正化計画の策定を平成３２年度末までを目標とし、新たな都市計画の決

定を４年後の平成３４年度中を目途に行う予定としているところであります。これに伴い、まずは

先日、長万部都市計画マスタープラン等改訂業務委託を発注し、８月２０日に契約締結したところ

であります。平成３１年度までの２か年にわたり計画策定に必要な調査と検討を進めてまいります。

次に、長万部まちづくり推進会議について申し上げます。

長万部まちづくり推進会議については、平成２８年度に委嘱された委員２２名の任期満了に伴い、

新たに一般公募を含めた委員２４名の、９月中旬の委嘱に向けた準備を進めているところでありま

す。今後も都市計画マスタープランをはじめとして、新幹線を核としたまちづくりや地方創生の推

進について、引き続き検討や協議を進めていただき、様々な取り組みを着実に進めてまいります。

次に、地域おこし協力隊について申し上げます。

地域おこし協力隊につきましては、昨年の９月より新規就農の足がかりとして農業支援員の新規

採用を募集しておりましたが、本年３月に１名の応募があり、面接試験を実施するとともに、適性

などを総合的に勘案した結果、６月から採用し、農業支援を中心とした業務に従事しております。

引き続き、従前より活躍中の３名を含めて本町の貴重な戦力として、地域おこし協力隊員の活動が

スムーズに行われるよう、積極的な支援を展開してまいりたいと考えております。

次に、乳幼児等医療費給付関係について申し上げます。

子育て支援を目的とした高校生までの医療費の無料化については、本年１２月から乳幼児等に対

する医療費給付の拡大について実施する予定で、本定例会に条例の一部改正および補正予算を提案

いたしております。

次に、介護保険事業関係について申し上げます。

平成３０年度から平成３２年度までを計画期間とする第７期介護保険事業計画において、増加す

る認知症の方や住み慣れた地域での生活を希望する方々へ対応するため、認知症型共同生活介護事

業所（グループホーム）１ユニット９床の新たな整備を見込んでおりましたが、公募の結果、株式

会社鈴木総合サービスから応募があり、要件が整っていたことから、長万部町高齢者介護・保健福

祉推進委員会の意見を踏まえ、５月３０日付で設置者として選定いたしました。事業所は１０月初
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旬の運用開始を目指しており、今後は所定の時期に指定申請を行っていただき、地域密着型サービ

ス事業者の指定を行う運びとなります。

次に、農業関係について申し上げます。

家畜の主たる飼料作物の牧草は、８月１５日現在の生育状況調査では、２番草収穫作業が順調に

推移しており、サイレージ用とうもろこしの生育状況は７月の長雨による影響で、例年に比べやや

遅れぎみに推移しております。生乳生産量は１月から７月末日まで５,８０９トンを出荷し、前年

に比べ４７トンの減となり、乳代は５億２,９５７万円で、前年度に比べ１３３万円の増となって

おります。

黒毛和牛の１月から７月までの販売頭数は１５９頭、販売金額は１億９５２万円となっており、

前年同期と比較して販売頭数は同じで、販売金額は１,０６８万円の減となりました。また、イン

ターファーム株式会社の長万部ちらい農場につきましては、全体工事が完了し母豚の導入や出荷を

開始しております。

次に、林業関係について申し上げます。

町有林一般造林事業下刈事業の共立地区１７ヘクタール、静狩地区１７.０５ヘクタールは７月

３１日に完了し、春植分の共立地区３ヘクタールについても、７月３１日に完了しております。ま

た、森林整備センターとの分収造林事業の下刈事業は、豊津・豊野地区１８.９６ヘクタールを、

７月１１日に完了しております。道営事業で進めている森林基幹道豊津・黒岩線の林道整備事業は、

６月９日に着手しております。

次に、有害鳥獣駆除対策について申し上げます。

今年もヒグマやキツネ、エゾシカなどの出没が相次いでいる状況でありますが、鳥獣被害防止対

策協議会と連携し、今後もヒグマなどの有害鳥獣による人畜および農林業等への被害を防止し、住

民の生活安全を図ってまいります。

次に、漁業関係について申し上げます。

漁業関係全体の１月から７月末までの水揚げ実績は、約４１億円と前年同期と比較し約１３億円

ほど増加しております。このうちホタテ貝の生産量は１万４,３１３トンで、前年同期と比較し約

７,７２４トン増加しており、水揚げ実績では約１３億円の増となっております。ホタテ貝の生産

量が増加した要因として、一昨年からの記録的な成育不良やへい死、更には台風等によるしけの影

響があり生産量が大きく減少しておりましたが、今年１月以降はそれらの影響が少なかったためと

考えられております。ホタテ貝養殖漁業における地場採苗の状況は、６月から投入した採苗機、こ

れ「機」がちょっと間違っております。「器」の方に直していただきたいと思います。採苗器には

多くのホタテ貝種苗が付着しているのが確認されております。しかし、付着したばかりの種苗は、

最も弱い時期でもあり、慎重な取り扱いが必要となりますので、各関係機関と連携を図り、生育動

向を注視してまいります。今年度より長万部漁業協同組合では、近年、変動の大きい生産状況とな

っているホタテ貝養殖漁業の安定化を図るため、新たに仮分散後の大きめの種苗を試験的に管外よ

り移入する事業計画を、本年１０月以降全ホタテ養殖漁家を対象に行うこととし、従来の移入方法

より経費が増大となることを踏まえ、町へもその費用の一部を補助要望がありましたので、今定例

会へ補正予算を提案しております。北海道が事業主体となり、水産物供給基盤機能保全事業で行う

老朽化した長万部漁港および国縫漁港の保全工事は、現在調査設計を行っており、来年度から工事

が施工開始される予定となっております。また、長万部漁港の防砂堤新設工事に加え、今年度より
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静狩漁港にも防砂堤新設工事が施工される予定となっております。同じく、北海道が事業主体とな

り、漁村再生交付金事業にて行う国縫漁港内の用地改良および船揚場改良工事等についても平成３

２年度完成に向けて、今年度より施工が開始される予定となっております。近年、噴火湾海域で大

量発生しているザラボヤ等の付着物は、今年も７月頃から長万部海域でホタテ貝養殖桁へ付着して

いるのが確認されておりますが、付着時期および付着量も例年並みとなっております。

次に、商工関係について申し上げます。

本町の商工観光の一環として実施されておりますおしゃまんべ毛がにまつりは、６月３１日、７

月１日の開催となりました。雨がちらつく中、町民はもとより、町外からも大勢の来場があり、約

２万人の来場を頂き、お宝もちまき、毛がに早食い競争をはじめとする各種イベントで大いに盛り

上がりました。販売用毛がにの数量確保は、関係機関と検討を重ね、毛がに格安販売を日曜日のみ

とすることで、販売数量を確保することができました。

本年度、新たに長万部商工会では、商工会員の経営の安定化や経営の改善等を図るため、商工業

者経営改善等支援事業要領を策定し、町へもその費用の補助要望がありました。また、近年のフィ

ッシングブームの中、長万部フィッシングカップについては町外からも多数の参加があり、参加者

の増による町内への経済効果も年々大きくなっていることから、事業の定着に向けた事業費の一部

を補助するため、今定例会へ補正予算を提案しております。

長万部駅舎内に設置されております観光案内所では、長万部町を訪れる多くの観光客のみなさん

への町内観光地の情報提供、長万部温泉、二股ラジウム温泉の案内、飲食店や販売店の紹介等、積

極的な観光アピールを行うとともに特産品の販売を行っております。

合宿誘致事業は、長万部温泉利用協同組合が積極的に誘致活動に取り組んでおり、今年度４月か

ら中学・高校の約１００の団体が、剣道・柔道・バスケットボールなど多種目にわたり合宿を行い、

延べ３,０００人の方が宿泊されました。

８月１０日に飯生神社で開催された祭典事業につきましては、時折雨が混じる天候ではあったも

のの大勢の観客が集まり、２,５００発の花火をはじめキッズダンスサークルの子どもたちや北大

よさこいチーム「縁」、室蘭の「百花繚蘭」のみなさんの熱気により会場は大変盛り上がりました。

次に、建設関係について申し上げます。

建築事業では、町営住宅シルバーハウジング緊急通報システム更新実施設計業務委託は７月３１

日に完了いたしました。緊急通報システムは入居者の生命と安全に関わる機器であることから、引

き続き機器変更に係る費用について、本定例会に補正予算を提案いたしております。また、町営住

宅中部団地非常灯交換工事は６月１２日に、同じく中部団地の安全柵修理工事は７月１１日に完成

いたしました。その他、各公共施設や町営住宅の修繕工事については、計画的に実施しております。

土木事業では、今年度実施の町道本町一号線道路改良工事につきましては、平成３１年１月２１

日までの工期で実施中であります。なお、工事にあたっては、通行車両や沿線店舗等の出入りに十

分配慮して進めてまいります。また、この工事による振動等がもたらす影響の有無を把握するため、

周辺家屋に対しての調査を実施しております。また、平成３０年７月５日に発生した大雨の影響で、

共立地区の町道浅見線の路肩が延長約４５メートルにわたり崩壊し、更に、豊津地区の普通河川ロ

クツ川の左岸も延長約３５メートルにわたり崩壊いたしました。これらに係る復旧工事の費用につ

いて、本定例会に補正予算を提案しております。また、国の社会資本整備総合交付金事業を活用し

て実施する、長万部中央跨線橋修繕調査設計業務については、平成３１年２月２８日までの期間で、
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ＪＲ北海道と協議、連携をとりながら、調査作業を進めてまいります。同じく、国の交付金を活用

する橋梁長寿命化のための、静狩５号橋修繕工事は１２月１９日までの工期で発注いたしました。

道路維持関係では、町道中山大通線外舗装修理工事、その他の道路維持作業について、計画的に実

施中であります。

次に、ガス事業について申し上げます。

ガス本支管改良工事の本町１・３号線工区は、７月３０日に完了しております。また、同工事の

中山大通線工区および北３号線工区は１０月３１日まで、南３号線工区および電気防食工区試掘調

査は、１１月３０日までの工期とし、それぞれ順調に施工中であります。

次に、公共下水道事業について申し上げます。

終末処理場内処理水給水ユニット外修繕工事および下水道マンホール蓋交換修繕外工事は、それ

ぞれ１１月２０日までの工期で施工中であります。

次に、病院事業について申し上げます。

本年５月より病院事業検討協議会において、病院の今後の在り方を協議しており、年度末まで協

議を重ねてまいります。今後とも、町民のみなさんの健康維持と健全経営に向けての病院運営を行

ってまいります。なお、本定例会に一般会計からの繰入金の追加と調理室機器購入に係る補正予算

を提案いたしております。

次に、消防関係について申し上げます。

今年８月２７日現在の火災件数は２件で、うち建物火災が１件、野火が１件となっております。

救急件数は１９９件、搬送人員は１９２人で、急病が１１１件、交通事故が８件、一般負傷が１７

件、その他転院搬送などが６３件で、うち、ドクターヘリによる搬送は７件となっており、前年同

期と比較し救急件数が２２件減少しております。

８月４日、消防庁舎敷地において、消防団や危険物安全協会、社会を明るくする運動推進委員会

の協力のもと、おしゃまんべ消防フェス２０１８を開催し、町内外から約２２０名の参加者が、消

防車の体験乗車や消火器の操作、応急手当などを体験されました。消防団員安全装備品整備事業は、

７月３１日に火災現場や捜索活動用の安全靴が納品され、１１１名の基本団員に貸与いたしました。

終わりに、本定例会に提案した議件は、条例の一部改正や各会計補正予算、各会計決算認定、教

育委員会委員の任命など２０件となっており、議案上程の都度、担当説明員から説明させますので、

よろしくご審議くださりますようお願い申し上げ、行政報告といたします。

４件訂正をお願いいたします。１頁目の５行目「調整額２４６万円」と申し上げましたが、「２

６４万円」に訂正お願いいたします。４頁の２５行目、「前年度」と申し上げましたが、「前年」に

訂正をお願いいたします。８頁の６行目、「機器変更」と申し上げましたが、「機器更新」に訂正を

お願いいたします。８頁２７行の「舗装修理」と申し上げましたが「舗装補修」に訂正をお願いた

します。大変申し訳ございませんでした。

〔町長(木幡正志)自席へ〕

○議長（辻義雄） 以上で行政広告を終わります。

◎議案第１号 長万部町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費給付条例の一部を

改正する条例
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○議長（辻義雄） 日程第４、議案第１号長万部町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費給

付条例の一部を改正する条例の件を議題といたします。説明員に提案理由の説明を求めます。

佐藤町民課長。

○町民課長（佐藤剛） ただいま上程されました、議案第１号長万部町重度心身障害者及びひとり

親家庭等の医療費給付条例の一部を改正する条例について、提案理由と内容をご説明いたします。

今回の一部改正は、医療費給付の対象となる重度の知的障害の定義を明確化するため、条例の一

部を改正するものであります。条例の内容につきましては、別紙新旧対照表により内容を要約しご

説明いたします。表の左欄が改正条文で右欄が現行条文で、下線部分が変更する内容であります。

第２条は定義で、第１項第１号中の「者に限る。）」の次に「のいずれか」を加えるものであります。

また、第２号中の「重度の知的障害」の次にかっこ書きとして「（知的指数がおおむね３５以下。なお、肢体不

自由、盲、ろうあ等の障害を有する者については、おおむね５０以下であって、日常生活において介護を必要

とする者）」を加えるものであります。

附則として、この条例は公布日から施行するというものであります。

以上が、ただいま上程されました、議案第１号長万部町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医

療費給付条例の一部を改正する条例についての内容であります。よろしくご審議のほどお願い申し

上げます。

○議長（辻義雄） これより質疑を行います。質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本案を採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに決定いたしました。

◎議案第２号 長万部町乳幼児等に対する医療費給付条例の一部を改正する条例

○議長（辻義雄） 日程第５、議案第２号長万部町乳幼児等に対する医療費給付条例の一部を改正

する条例の件を議題といたします。説明員に提案理由の説明を求めます。

佐藤町民課長。

○町民課長（佐藤剛） ただいま上程されました、議案第２号長万部町乳幼児等に対する医療費給

付条例の一部を改正する条例について、提案理由と内容をご説明いたします。

今回の一部改正は、子育て支援を目的として医療費給付の対象者を満１５歳から満１８歳に拡大

するため、条例の一部を改正するものであります。条例の改正内容につきましては、別紙新旧対照

表により内容を要約しご説明いたします。表の左欄が改正条文で右欄が現行条文で、下線部分が変

更する内容であります。

第２条は用語の定義で、第１号中の乳幼児等について、「満１５歳」を「満１８歳」に改め、受
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給対象者を拡大するものです。第４号の医療費の定義について、北海道医療給付事業補助金交付要

綱に合わせた条文にするため、改めるものであります。

第３条は受給資格者で、「保護者が本町の区域内に住所を有する場合には乳幼児等の住所は問わ

ない。」ことを追加するものです。

次に２頁をご覧ください。第４条は届出で、第１号を「受給資格者の認定を受けるとき」に改め、

第２号を削り、第３号を第２号とし、第４号を第３号に改めるものです。

第６条は給付の範囲で、第１項中「本町の区域内に住所を有する世帯に属する乳幼児等」を「受

給資格者」に改めるものです。附則第１項は施行期日で、この条例は、平成３０年１２月１日から

施行するというものであります。第２項は経過措置として、この条例の施行の日前になされた療養

に係る医療費給付については、なお従前の例による。

以上が、ただいま上程されました、議案第２号長万部町乳幼児等に対する医療費給付条例の一部

を改正する条例についての内容であります。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○議長（辻義雄） これより質疑を行います。質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本案を採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに決定いたしました。

◎議案第３号 公有水面埋立について

○議長（辻義雄） 日程第６、議案第３号公有水面埋立についての件を議題といたします。説明員

に提案理由の説明を求めます。

対馬産業振興課長。

○産業振興課長（対馬政宏） ただいま上程されました、議案第３号公有水面埋立について、提案

理由と内容をご説明いたします。

長万部漁港は、昭和５３年１２月６日に漁港指定を受けた第１種漁港で、当町の基幹産業のひと

つである水産業の主要漁港でございますが、近年、中央埠頭付近の物揚場等の老朽化が著しく、水

産物の円滑な陸揚げ作業に支障をきたしているため、北海道が事業主体となり、国の漁港機能保全

事業にて係船岸を健全な状態に回復し、作業効率の向上を図るものであります。この物揚場の整備

に伴う公有水面の埋立について、公有水面埋立法第３条第１項の規定に基づき、北海道知事から意

見を求められ、意見に対しては同法第３条第４項の規定により議会の議決を必要となることから提

案いたしたものであります。

埋立の位置は議案とともに配付しております長万部漁港公有水面埋立平面図にて赤色で示してい

る部分で、埋立位置は、長万部町字旭浜２０３番地先の公有水面であり、埋立面積は１,０１７.８

６平米で、埋立地の用途は漁港施設用地であります。
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答申の内容は、「公有水面埋立免許の出願にかかる件について異議がない。」ということでありま

す。

以上が、今回提案いたしました、議案第３号公有水面埋立についての内容であります。よろしく

ご審議のほどお願いいたします。

○議長（辻義雄） これより質疑を行います。質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本案を採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに決定いたしました。

◎議案第４号 平成２９年度長万部町水道事業会計剰余金の処分について

○議長（辻義雄） 日程第７、議案第４号平成２９年度長万部町水道事業会計剰余金の処分につい

ての件を議題といたします。説明員に提案理由の説明を求めます。

中里水道ガス課長。

○水道ガス課長（中里博也） ただいま上程されました、議案第４号平成２９年度長万部町水道事

業会計剰余金の処分につきまして、提案理由と内容をご説明いたします。

この剰余金の処分につきましては、地方公営企業法施行令の一部改正による組入資本金制度の廃

止に伴い、従前の会計基準では建設改良積立金を取り崩して使用した場合には、使用した積立金相

当額を歳入歳出決算時で自己資本金に組み入れることになっておりましたが、この制度改正により

まして、建設改良費として使用した積立金相当額を一旦未処分利益剰余金として整理しまして、改

めて処分を行うこととなっております。つきましては、議案中の計算書（案）のとおり、未処分利

益剰余金１,３７１万２,１８５円のうち、建設改良積立金を取り崩し、未処分利益剰余金として整

理しております５２０万円を資本金に組み入れるものでございます。

この処分によりまして資本金残高は７,７２９万４,３９２円となります。なお、この処分を行う

ためには、歳入歳出決算認定前に議会において処分の議決が制度上で必要となりましたので、地方

公営企業法第３２条第２項の規定により議会の議決を求めるものでございます。また、下段に記載

のあります残りの剰余金８５１万２,１８５円につきましては、平成２９年度の純利益であります

ので、町条例に基づき減債積立金として処分をしております。

以上が、ただいま上程されました、議案第４号平成２９年度長万部町水道事業会計剰余金の処分

につきましての提案理由とその内容でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○議長（辻義雄） これより質疑を行います。質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。
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〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本案を採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに決定いたしました。

◎議案第５号 平成３０年度長万部町一般会計補正予算（第４号）

○議長（辻義雄） 日程第８、議案第５号平成３０年度長万部町一般会計補正予算（第４号）の件

を議題といたします。説明員に提案理由の説明を求めます。

本前総務課長。

○総務課長（本前武広） ただいま上程されました、議案第５号平成３０年度長万部町一般会計補

正予算（第４号）について、その内容をご説明いたします。

今回の補正額は、歳入歳出にそれぞれ３億１５３万８,０００円を追加し、補正後の予算総額を

５０億４,８４４万２,０００円とするものであります。内容は、補正予算書に添付しております概

要により、歳出からご説明いたします。

総務費は、７,０３０万１,０００円の追加であります。一般管理費の、積立金６,５６７万１,０

００円の追加は財政調整基金積立で、平成２９年度からの繰越金の一部を積み立てるものでありま

す。財産管理費、需用費９０万円の追加は施設修理費で、役場庁舎の空調モーターが経年劣化によ

り故障したことから修理を行うものであります。

企画費、賃金８万５,０００円は、地域おこし協力隊員に係る賃金の追加で、採用時期の繰上げ

によるものであります。旅費６４万８,０００円の追加は、東京理科大学ホームカミングデーおよ

び葛飾区ふるさと・クリスマスマーケットへの参加費用で、それぞれ職員３名分の普通旅費を計上

いたしました。

ガス・温泉管理費、需用費２５０万円の追加は修理費で、天然ガス事業所における圧入管などの

修理のほか、天然ガス事業所からガス工場間に埋設されている天然ガス輸送導管に、経年劣化に伴

う腐食による微量漏えいと思われる箇所が複数見られることから、対象箇所特定のための試掘と、

導管の修理を行うものであります。

戸籍住民基本台帳費、委託料４９万７,０００円の追加は戸籍システム外字関連情報抽出業務委

託で、社会保障・税番号制度の整備に伴う計上であります。

歳入では、１３国庫支出金、総務費国庫補助金、番号制度システム整備事業で、歳出同額の４９

万７,０００円を計上いたしました。

民生費は、４１５万円の追加であります。社会福祉総務費、負担金・補助及び交付金２４万４,

０００円の追加は多子世帯保育料等軽減補助で、対象者の増に伴う追加であります。

福祉センター費、需用費２７万円の追加は修理費で、福祉センター事務所内外灯盤の絶縁不良に

伴う修理。委託料２１万６,０００円の追加は、防火設備定期点検委託で、特殊建築物調査報告に

含まれていた防火設備が、建築基準法の改正により、独立した設備として専門的な定期報告対象に

なったことから計上するものであります。
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地域会館等管理費、備品購入費は２４３万６,０００円の追加で、会議用椅子やテーブルなど、

移転新築となる国縫振興会館の備品購入費用であります。

国民年金費、委託料１１万４,０００円の追加は年金システム改修委託で、年金生活者支援給付

金の給付に伴うもの。歳入では、１３国庫支出金、民生費国庫委託金、国民年金事務で、歳出同額

の１１万４,０００円を計上いたしました。

児童福祉総務費、扶助費８７万円の追加は乳幼児等医療費で、子育て支援対策として実施する乳

幼児等医療費給付事業の拡大に伴い、本年１２月より高校生までの医療費を無料化とすることから、

所要額を追加計上するものであります。

衛生費は、１億２,００４万２,０００円の追加であります。環境衛生費、委託料４万２,０００

円の追加は消防用設備検査委託で、葬斎場の改修に伴う計上であります。

病院事業費、繰出金１億２,０００万円の追加は、病院事業会計繰出金で、収支不足分でありま

す。

農林水産業費は、１,００２万３,０００円の追加であります。林業振興費、負担金・補助及び交

付金２万３,０００円の追加は森林整備担い手対策推進事業負担金で、林業就業者２名の新規加入

に伴い、市町村負担金を追加計上するものであります。

水産業振興費、負担金・補助及び交付金１,０００万円の追加は、ホタテ貝稚貝緊急対策事業補

助で、ホタテ稚貝のへい死および生育不良が多くなる秋以降に、良質な稚貝を移入することにより、

ホタテ貝の生産と漁家経営の安定を図ることを目的に、事業主体である長万部漁業協同組合に補助

を行うものであります。

商工費、商工振興費、負担金・補助及び交付金は２,０２０万円の追加で、内訳は、商工事業者

経営改善等支援補助が２,０００万円の追加、長万部フィッシングカップ事業補助が２０万円の追

加であります。商工事業者経営改善等支援補助は、町内商工業者の経営の安定化や改善、新商品の

開発・販路拡大などの事業支援として、補助対象経費の２分の１以内を補助するもので、補助金の

限度額は最大で３００万円であります。なお、補助事業主体は、商工事業者経営改善等支援補助、

長万部フィッシングカップ事業補助ともに、長万部商工会であります。

土木費は、６,３０９万６,０００円の追加であります。住宅管理費、委託料９９万６,０００円

の追加は緊急通報システム更新工事監理業務委託、工事請負費６,２１０万円の追加は緊急通報シ

ステム更新工事で、町営住宅はまなすシルバーハウジングの緊急通報システムについては、平成１

４年の運用開始から約１５年が経過し、交換部品の供給終了および在庫の確保が困難な状況である

ことから、設備更新の実施設計を委託しておりましたが、このたび完了したことから更新費用を計

上するものであります。

消防費は、７２万６,０００円の追加であります。非常備消防費、備品購入費は３０万円の追加

で、テーブルや椅子など、移転新築となる国縫分団機械器具置場の備品購入費用であります。消防

施設費、工事請負費４２万６,０００円の追加は国縫機械器具置場無線サイレン吹鳴移設工事で、

機械器具置場の移転に伴い移設工事を実施するものであります。

災害復旧費は、１,３００万円の追加であります。道路橋梁災害復旧費、工事請負費５００万円

の追加は町道浅見線災害復旧工事で、７月５日の大雨により、町道浅見線の路肩および法面が約４

５メートルにわたり被災したことから、復旧工事を行うものであります。河川災害復旧費、工事請

負費８００万円の追加はロクツ川災害復旧工事で、同じく７月５日の大雨により、普通河川ロクツ
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川の護岸が延長約３５メートルにわたり被災したことから、復旧工事を実施するものであります。

次に、歳入についてご説明いたします。ただいま歳出でご説明した分は省略させていただきます。

地方特例交付金の地方特例交付金は５９万８,０００円の追加で、平成３０年度交付額の確定に

よるものであります。地方交付税の普通交付税１億２７３万５,０００円の追加は、平成３０年度

交付額確定により増額分を計上いたしました。

繰入金は、７,１８９万５,０００円の追加であります。財政調整基金繰入金は６,１７４万３,０

００円の追加で、今回の補正で不足する財源を当基金から取り崩し、収支の均衡を図るものであり

ます。この基金取崩後の当基金残高見込額は、９億５,３０２万２,０００円となります。介護保険

特別会計繰入金は１,０１５万２,０００円の追加で、平成２９年度精算金の一般会計への繰り入れ

であります。

町債は５６４万３,０００円の減額であります。土木債、橋梁整備債は、中央跨線橋修繕工事に

係る起債対象の増により、２４０万円の追加。臨時財政対策債は、普通交付税の確定に伴い、８０

４万３,０００円を減額計上いたしました。

繰越金は、１億３,１３４万２,０００円の追加であります。

次に、予算書の４頁をご覧ください。第２表は、地方債補正の変更であります。起債の目的・橋

梁整備及び臨時財政対策の２項目で、変更前１億３,８８０万円を、変更後１億３,３１５万７,０

００円に５６４万３,０００円減額し、この表のとおり変更したいというものであります。

以上が、今回提案いたしました平成３０年度長万部町一般会計補正予算（第４号）の内容であり

ます。よろしくご審議のほどお願いいたします。

○議長（辻義雄） これより質疑を行います。質疑は歳出から行います。はじめに総務費７頁です。

質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

総務費を終わります。

次に民生費、７頁から８頁です。質疑ありませんか。

長﨑議員。

○議員（２番 長﨑厚） ８頁の民生費、児童福祉総務費の扶助費８７万円が計上されております

が、これは医療保険全般的に渡った１８歳までの無料化ということで、先ほど行政報告の中でも報

告されておりました。そこで国保の部分なんですけども、国保の部分については、国は就学前児童

については、今進めてる無料化を、まだ決定はされてませんが進めてるとこですが、長万部町は以

前から中学生までの無料化を進めておるわけですが、今度１８歳までの進めるわけですが、またそ

れの負担が多くなるわけですけども、国がこの地方の自治体に対して、単独のこういう減額措置、

医療費の無料化については、ペナルティとして、国保の医療費等国庫負担金、この部分を減額調整

措置ということで、補助金を減額する措置を取っているわけですが、この行政の施策として、今回

１８歳までを無料化にするわけですから、当然国保に対してもその軽減、それに対しての軽減は考

えるべきものと考えるんですが、その辺のところはどのようにお考えですか。

○議長（辻義雄） 休憩します。

１０時５１分 休憩

１０時５６分 再開

休憩前に引き続き会議を開きます。

佐藤町民課長。
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○町民課長（佐藤剛） 貴重な時間をいただきありがとうございます。先ほどの質問についてお答

えします。国の方ではその拡大部分についてペナルティ、削減するというのは昨年度はありました。

今年度については、その件についてはまだ検討中ということで、正式にはまだ決まった通知ではあ

りません。ただ、削減しない方向では動いているというのは、そういう検討に入っているというこ

とは聞いております。以上です。

○議長（辻義雄） 長﨑議員。

○議員（２番 長﨑厚） 削減しない方向というのは、就学前児童のことではなくて全般に、１８

歳までの医療費の無料化ということなんでしょうか。

○議長（辻義雄） 佐藤町民課長。

○町民課長（佐藤剛） 拡大している分ですので、今回拡大する部分も含まれております。以上で

す。

○議長（辻義雄） ほかにありませんか。

〔「なし」の声あり〕

民生費を終わります。

次に衛生費、８頁です。質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

衛生費を終わります。

次に農林水産業費、９頁です。質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

農林水産業費を終わります。

次に商工費、９頁です。質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

商工費を終わります。

次に土木費、９頁です。質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

土木費を終わります。

次に消防費、１０頁です。質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

消防費を終わります。

次に災害復旧費、１０頁です。質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

災害復旧費を終わります。

以上で歳出を終わります。

続いて歳入を行います。はじめに地方特例交付金、５頁です。質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

地方特例交付金を終わります。

次に地方交付税、５頁です。質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

地方交付税を終わります。

次に国庫支出金５頁です。質疑ありませんか。
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〔「なし」の声あり〕

国庫支出金を終わります。

次に繰入金、６頁です。質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

繰入金を終わります。

次に町債、６頁です。質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

町債を終わります。

次に繰越金、６頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

繰越金を終わります。

以上で歳入を終わります。

次に４頁をご覧ください。第２表地方債補正を行います。質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

第２表地方債補正を終わります。

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本案を採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに決定いたしました。

◎議案第６号 平成３０年度長万部町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

○議長（辻義雄） 日程第９、議案第６号平成３０年度長万部町国民健康保険特別会計補正予算（第

２号）の件を議題といたします。説明員に提案理由の説明を求めます。

佐藤町民課長。

○町民課長（佐藤剛） ただいま上程されました、議案第６号平成３０年度長万部町国民健康保険

特別会計補正予算（第２号）の提案内容についてご説明いたします。

今回の補正は、過年度分保険税過誤納還付金および療養給付費等負担金・交付金の精算に伴う返

還金が、主な補正の内容であります。

歳入歳出にそれぞれ２,２６６万３,０００円を追加し、補正後の予算総額を９億８６８万４,０

００円とするものであります。内容につきましては、補正予算書に添付しております概要により歳

出からご説明いたします。

諸支出金２,２６６万３,０００円の追加であります。一般被保険者保険税還付金の２０万円の追

加は、過年度分過誤納還付金の追加であります。療養給付費等負担金償還金２,０８４万１,０００

円、療養給付費等交付金償還金１５５万円、特定健康診査等負担金償還金７万２,０００円の追加

は、精算により償還金を追加するものであります。
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次に、歳入についてご説明します。道支出金の保険給付費等交付金２,２６６万３,０００円の追

加は、特別交付金の追加であります。

以上が、議案第６号平成３０年度長万部町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）の提案内容

であります。よろしくご審議のほどお願いいたします。

○議長（辻義雄） これより質疑を行います。質疑は歳入歳出を一括して行います。３頁です。あ

りませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本案を採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに決定いたしました。

１１時１０分まで休憩いたします。

１１時０３分 休憩

１１時１０分 再開

休憩前に引き続き会議を開きます。

◎議案第７号 平成３０年度長万部町介護保険特別会計補正予算（第１号）

○議長（辻義雄） 日程第１０、議案第７号平成３０年度長万部町介護保険特別会計補正予算（第

１号）の件を議題といたします。説明員に提案理由の説明を求めます。

岡部保健福祉課長。

○保健福祉課長（岡部忠） ただいま上程されました、議案第７号平成３０年度長万部町介護保険

特別会計補正予算（第１号）について、その内容をご説明いたします。

今回の補正は、主に平成２９年度分の介護給付費精算に伴う額の確定による補正で、歳入歳出に

それぞれ３,５７５万４,０００円を追加し、補正後の予算総額を８億８５０万７,０００円とする

ものであります。

それでは、補正予算書に添付しております概要により、歳出からご説明いたします。

総務費は１１万９,０００円の追加であります。需用費１１万９,０００円は印刷費で、介護保険

制度改正に伴い負担割合証等を作成するためのものであります。積立金は１,４７９万９,０００円

の追加で、介護給付費準備基金積立金へ交付金等の精算および繰越金の額の確定により積み立てる

ものであります。積立後の当基金積立残高見込額は６,９８０万５,５０５円となります。

諸支出金は２,０８３万６,０００円の追加であります。償還金の償還金・利子及び割引料１,０

６８万３,０００円の追加は、介護給付費等の額の確定に伴う過年度分返還金であります。また、

一般会計繰出金の繰出金１,０１５万３,０００円の追加は、前年度の一般会計からの繰入金を介護

給付費等の額の確定に伴い精算するものであります。

次に、歳入についてご説明いたします。国庫支出金の事業費補助金８３万円の追加は、介護保険
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事業費補助金の額の確定によるものであります。支払基金交付金の８万円の追加は、地域支援事業

交付金過年度分で、前年度の精算に伴う追加交付であります。繰越金の繰越金３,４８４万４,００

０円の追加は、前年度繰越金であります。

以上が、平成３０年度長万部町介護保険特別会計補正予算（第１号）の内容であります。よろし

くご審議のほどお願いいたします。

○議長（辻義雄） これより質疑を行います。質疑は歳入歳出を一括して行います。４頁から５頁

です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本案を採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに決定いたしました。

◎議案第８号 平成３０年度長万部町病院事業会計補正予算（第１号）

○議長（辻義雄） 日程第１１、議案第８号平成３０年度長万部町病院事業会計補正予算（第１号）

の件を議題といたします。説明員に提案理由の説明を求めます。

田辺病院事務長。

○病院事務長（田辺知行） ただいま上程されました、議案第８号平成３０年度長万部町病院事業

会計補正予算（第１号）の内容についてご説明いたします。

補正予算の内容につきましては、補正予算書に添付しております概要によりご説明いたします。

今回の補正は、収益的収入及び支出並びに資本的収入及び支出の、支出の補正であります。予算

第３条に定めた収益的収入及び支出のうち、収入で病院事業収益に１００万円を追加し、補正後の

収入予定額を６億６,１８７万円に改めるものであります。内訳では収入で、入院収益６,９００万

円の減額は、入院患者数の減少による減、外来収益５,０００万円の減額は、外来患者数の減少によ

る減、他会計補助金１億２,０００万円の追加は、入院収益及び外来収益の減額分を一般会計から繰

り入れするものであります。

支出では病院事業費用を４万９,０００円減額し、補正後の支出予定額を６億６,０３０万１,００

０円に改めるものであります。内訳は平成２９年度借入企業債利子償還金確定によるもので、次の

頁になります。次に、予算第４条に定めた資本的収入及び支出のうち、支出で資本的支出に２６万

１,０００円を追加し、補正後の支出予定額を１,３１２万３,０００円に改めるものであります。内

訳では、工事請負費１２万３,０００円の減額は、電気設備改良工事の入札執行による減。機械器具

備品購入費３７万３,０００円の追加は、調理室用機器の更新によるものであります。企業債元金、

償還金１万１,０００円の追加は、平成２９年度借入企業債元金償還金確定によるものであります。

次に、補正予算書の１頁をご覧ください。第２条は業務の予定量の変更で、年間患者数、入院延

べ８,７６０人を６,３１５人に、外来延べ３万７,４２２人を２万９,４０３人に改めるものであり
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ます。

第３条の収益的的収入及び支出と第４条の資本的収入及び支出は、概要の中でご説明いたしまし

たので省略させていただきます。

第５条は他会計からの補助金で、予算第７条中１億５,０００万円を２億７,０００万円に改める

ものであります。

以上が、ただいま上程されました、平成３０年度長万部町病院事業会計補正予算（第１号）の内

容であります。よろしくご審議のほどお願いいたします。

○議長（辻義雄） これより質疑を行います。収益的収入及び支出を一括して行います。５頁です。

質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に、資本的収入及び支出を行います。６頁です。質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に、１頁をご覧ください。補正予算書の第２条業務の予定量及び第５条他会計からの補助金を

一括して行います。質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本案を採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに決定いたしました。

◎報告第１号 平成３０年度に公表する健全化判断比率及び資金不足比率の報告について

○議長（辻義雄） 日程第１２、報告第１号平成３０年度に公表する健全化判断比率及び資金不足

比率の報告についての件を議題といたします。説明員に報告を求めます。

本前総務課長。

○総務課長（本前武広） ただいま上程されました、報告第１号平成３０年度に公表する健全化判

断比率及び資金不足比率の報告について、その内容をご説明いたします。

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の規定により、平成

３０年度に公表する健全化判断比率及び資金不足比率を報告するものであります。

本文をご覧ください。健全化判断比率の欄、左から、実質赤字比率は、標準財政規模に対する実

質収支額の割合で、本町は実質収支額が１億３,１３４万３,０００円の黒字でありますので、実質

赤字比率はございません。括弧内に記載しておりますが、早期健全化基準は１５％以上となってお

ります。

次に、連結実質赤字比率は、標準財政規模に対する全会計の実質収支額あるいは資金不足額また

は剰余額の合計額の割合であります。平成２９年度の本町の一般会計及び特別会計並びに企業会計

のうち、国保会計以外は黒字、あるいは資金不足額がなく、国保会計を含めても連結実質収支が黒
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字であるため、連結実質赤字比率はございません。早期健全化基準は２０％以上であります。

次に、実質公債費比率でありますが、これは標準財政規模に占める地方債の元利償還金及び下水

道などの公営企業債の返済などに充てた繰出金などの割合で、１２.７％の見込みであります。昨

年度は１３.２％でありました。早期健全化基準は２５％以上であります。

次に、将来負担比率は、一般会計が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する割合で、

３８.９％の見込みとなっております。昨年度は４１.９％でありました。将来負担比率の早期健全

化比率は３５０％であります。

次に下段の、特別会計の資金不足比率でありますが、事業規模に対する資金不足額の割合が資金

不足比率となりますが、公共下水道事業特別会計、ガス事業会計、水道事業会計、病院事業会計の

いずれの会計も資金不足はございません。早期健全化段階になるとみなされる資金不足比率の基準

値である経営健全化基準は２０％以上であります。

なお、今回報告した比率は、現在、北海道や国に資料を提出しており、精査により数値変動があ

る場合もございますので、あらかじめご承知おき願います。

以上、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の規定により

ご報告いたしますので、よろしくお願いいたします。

○議長（辻義雄） 以上をもって本件の報告を終わります。

◎報告第２号 放棄した債権の報告について

○議長（辻義雄） 日程第１３、報告第２号放棄した債権の報告についての件を議題といたします。

説明員に報告を求めます。

中山税務課長。

○税務課長（中山裕幸） ただいま上程されました、報告第２号放棄した債権について、長万部町

債権管理条例第１３条第１項及び第２項の規定により、次のとおり町の債権を放棄いたしましたの

で、同条例第１４条の規定によりご報告いたします。

放棄した事由は、長万部町債権管理条例第１３条第１項第６号に該当し、徴収停止後１年を経過

したのち、なお無資力等の状態にあり、履行の見込みがないものと認められるものおよび同条第２

項の所在が不明のもので、件数１４件、金額３２万１５３円で、平成２９年度末をもって放棄した

ものであります。

内訳は、水道事業会計の水道料金６件で３万５,４９１円、ガス事業会計のガス料金３件で３万

９,１２０円、病院事業会計の入院、外来医療費等４件９万７,９３１円、一般会計の給食費負担金

１件で、１４万７,６１１円であります。

以上が、ただいま上程されました、報告第２号放棄した債権についてのご報告とさせていただき

ますので、よろしくお願いいたします。

○議長（辻義雄） 以上をもって本件の報告を終わります。

監査委員入場のため、暫時休憩いたします。

１１時２３分 休憩

１１時２５分 再開

休憩前に引き続き会議を開きます。
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◎認定第１号 平成２９年度長万部町一般会計決算認定についてから

認定第８号 平成２９年度長万部町病院事業会計決算認定についてまで

○議長（辻義雄） 日程第１４、認定第１号から日程第２１、認定第８号までの８件は、平成２９

年度一般会計、特別会計、各企業会計の決算認定に関する議案につき、会議規則第３７条の規定に

より一括して議題といたします。これより提出者に決算の説明を求めます。

木幡町長。

〔町長(木幡正志)登壇〕

○町長（木幡正志） 平成２９年度一般会計及び特別会計並びに企業会計決算説明。

平成２９年度長万部町一般会計及び各特別会計並びに各企業会計決算の認定に付するにあたり、

その概要を申し上げます。

平成２９年度の日本経済は、アベノミクスの浸透により企業収益が過去最高水準となる中で、雇

用・所得環境が改善し、所得の増加が消費や投資の拡大につながるという経済の好循環が着実に回

り始め、人手不足の状況はバブル期並みとなりました。一方で、賃金は上昇しているものの、その

伸びは緩やかなものにとどまり、個人消費は、所得・雇用環境の改善度合いに比べてやや力強さに

欠け、物価も安定的な上昇が見込まれるところまでは至っておらず、引き続き国によるデフレ脱却

に向けた取り組みが進められました。

このような情勢のもと、本町において基幹産業であるホタテ養殖漁業の不振により、自主財源で

ある町税は、調定額が前年度比６.２％の減、収入額では６.５％減の６億６,１７４万５,０００円

の収入となり、歳入に占める町税の割合は、１２.３％となっております。また、普通交付税は、

景気対策として上乗せされていた歳出特別枠の廃止等により、前年度に比較し、８,８４４万７,０

００円減の２１億４,９３２万８,０００円となりました。一方、財源不足を補てんするため特例的

に認められる地方債で、後年度全額交付税措置される臨時財政対策債は、１６４万７,０００円増

の１億２,１３３万５,０００円となっております。

平成２９年度における町政の執行にあたりましては、国・地方とも引き続き厳しい財政状況の中、

財政健全化と活力あるまちづくりを目指し、経常経費の節減を図り、住民福祉の向上に努めてまい

りました。

それでは、はじめに一般会計の決算について申し上げます。歳入合計５３億７,４６１万４,００

０円、歳出合計５２億４,３２７万１,０００円、歳入歳出差引額１億３,１３４万２,０００円の剰

余金を生じました。歳出の不用額は、９,５２０万７,０００円となっております。

次に、各種基金の平成２９年度末現在の残高は、財政調整基金１３億３,５２２万３,０００円、

減債基金１億１,１０６万８,０００円、地域振興基金１億７,６９９万９,０００円、生活交通確保

対策基金４,５５８万５,０００円、まちづくり基金１億９,６１２万１,０００円、地域福祉基金４,

０９４万９,０００円、中山間ふるさと・水と土保全基金５２６万１,０００円、学校教育施設整備

基金１３８万２,０００円、土地開発基金１,７８２万６,０００円、備荒資金１億２,１６９万４,

０００円、以上１０基金の合計残額は２０億５,２１１万３,０００円となっており、前年同期に比

較し、１億４,３１６万１,０００円の減となりました。

次に、主な施策および事業費の概要を申し上げます。
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総務費では、庁舎整備１,３８９万４,０００円、まちづくり推進１,１５３万４,０００円、地域

おこし対策１,０２９万９,０００円、生活交通確保対策事業補助６１４万１,０００円、地方創生

１億円、地域情報化３,４０８万７,０００円、交通安全対策１０５万８,０００円、ガス・温泉採

取供給２,８１８万５,０００円、防災対策５７７万８,０００円、防犯灯・街路灯整備５１７万１,

０００円、課税データ管理５８８万６,０００円、北海道新幹線建設負担金１９８万７,０００円、

北渡島檜山４町連携事業負担金４３８万６,０００円、東京理科大学環境整備事業補助４５０万円、

企画振興奨励補助７０万円、交通安全指導員協議会補助９０万円。

民生費では、長万部町社会福祉協議会補助１,３０２万８,０００円、地域保育所等補助４７０万

円、多子世帯保育料等軽減補助３３３万９,０００円、老人クラブ運営費補助５４万６,０００円、

地域敬老会補助１８２万３,０００円、社会福祉施設入所者措置５２２万７,０００円、心身障害者

特別対策費１億７,４０５万３,０００円、ひとり親家庭等医療費３８６万７,０００円、乳幼児等

医療費１,０５９万９,０００円、児童手当５,２５５万円、福祉センター運営１,２０１万１,００

０円、高齢者生活支援４４７万８,０００円、介護予防・生きがい活動支援３３６万円、在宅福祉

支援１８７万６,０００円、老人福祉バス運行２８６万５,０００円、高齢者生活福祉センター運営

１,８００万円、地域会館等整備９４８万１,０００円、老人福祉センター運営８０５万３,０００

円、葬斎場整備３億２８３万１,０００円、後期高齢者医療特別会計繰出金３,６４４万３,０００

円、国民健康保険特別会計繰出金８,８２４万９,０００円、介護保険特別会計繰出金１億３,４５

５万円。

衛生費では、地球温暖化対策９８７万円、渡島廃棄物処理広域連合負担金８,８７５万１,０００

円、ごみ処理施設運営１億３７８万９,０００円、下水路整備３４３万４,０００円、し尿処理事業

負担金５,１２９万８,０００円、道南ドクターヘリ運行経費負担金２５９万８,０００円、病院事

業会計繰出金３億円、水道事業会計繰出金４４８万８,０００円。

農林水産業費では、農業振興３７１万２,０００円、畜産振興３２０万３,０００円、農地振興４

０１万円、公共牧場管理運営２,２１９万９,０００円、林業振興３２６万１,６００円、分収造林

１,０２７万４,０００円、林道新設改良１,２５０万２,０００円、水産業振興２９４万８,０００

円、水産基盤整備６０５万１,０００円、水産物流通加工基盤強化対策３,７６６万７,０００円、

アイヌ農林漁業対策８,７１０万９,０００円、漁業振興設備等整備１,５７０万円。

商工費では、商工会運営費補助８００万円、おしゃまんべ毛がにまつり事業補助３００万円、合

宿誘致事業補助２１０万円、観光振興１,５０２万６,０００円、多目的活動センター運営５８８万

３,０００円。

土木費では、道路橋梁維持２億３,２５２万３,０００円、道路新設改良１,１９３万２,０００円、

河川維持１,３３０万円、公園環境整備３,１８０万３,０００円、町営住宅整備６５６万９,０００

円、公共下水道事業特別会計繰出金２億３,６６５万４,０００円。

消防費では、大型水槽付消防車の導入など、消防施設整備７,１３７万３,０００円。

教育費では、小学校整備１５０万１,０００円、中学校整備２,００６万４,０００円、町民セン

ター運営３７０万９,０００円、学習文化センター運営１,６３６万６,０００円、スポーツセンタ

ー運営１,２０７万円、海洋センター運営７５８万７,０００円、学校給食センター運営９,１１２

万３,０００円となりました。

繰越明許費では、臨時福祉給付金１,２６１万５,０００円、分収造林６９４万４,０００円とな



- 23 -

りました。投資的経費の総額は１６億５,３２６万３,０００円で、歳出総額の３１.５％を占めて

おります。その他の性質別経費の割合は、人件費８億７,１０６万２,０００円で１６.７％、物件

費４億１６５万９,０００円で７.６％、諸費１７億５,５７２万７,０００円で３３.５％、公債費

５億６,１５５万７,０００円で１０.７％となっております。

また、平成２９年度末の起債借入残高は、元金４７億５,５１１万３,０００円、利子２億４９１

万８,０００円、合計４９億６,００３万１,０００円となっており、健全化判断比率である実質公

債費比率は１２.７％、将来負担比率は３８.９％となっております。

次に、後期高齢者医療特別会計の決算について申し上げます。歳入総額は９,８０７万８,０００

円、歳出総額は９,７９４万円、歳入歳出差引額１３万７,０００円となりました。

歳入は、後期高齢者医療保険料６,０２４万４,０００円、使用料及び手数料は８,０００円、繰

入金３,６４４万３,０００円、諸収入５１万３,０００円、繰越金８７万円となっております。歳

出は、総務費１３２万円、後期高齢者医療広域連合納付金９,６５０万７,０００円、諸支出金１１

万３,０００円となっており、９５万２,０００円の不用額が生じておりますが、これは、予算現額

に対し後期高齢者医療広域連合納付金の減が主な要因であります。

次に、国民健康保険特別会計の決算について申し上げます。

歳入総額は９億３,６２５万５,０００円で、歳出総額１０億２８万３,０００円で、歳入歳出差

引額６,４０２万８,０００円の赤字となりました。歳入は、国民健康保険税が１億８２１万１,０

００円、使用料及び手数料１０万８,０００円、国庫支出金２億１,１３３万７,０００円、療養給

付費等交付金５８９万２,０００円、前期高齢者交付金１億６,６７２万３,０００円、道支出金４,

７１４万８,０００円、共同事業交付金２億３,５５９万９,０００円、繰入金８,８２４万９,００

０円、諸収入９８万８,０００円となっております。

歳出は、総務費が２,９９０万１,０００円、保険給付費５億４,４３０万３,０００円、後期高齢

者支援金等８,２３５万６,０００円、前期高齢者納付金等３１万２,０００円、老人保健拠出金３,

０００円、介護納付金３,３８８万９,０００円、共同事業拠出金２億５１０万１,０００円、保健

事業費１３４万６,０００円、諸支出金８６４万８,０００円、繰上充用金９,４４２万４,０００円

となっております。９,０２４万円の不用額が生じておりますが、これは、予算現額に対し保険給

付費の減が主な要因であります。平成２９年度において赤字となった６,４０２万８,０００円は、

翌年度歳入繰上充用で補てんいたしました。

次に、介護保険特別会計の決算について申し上げます。

歳入総額７億６,４５９万９,０００円で、歳出総額７億２,９７５万４,０００円で、歳入歳出差

引額が３,４８４万４,０００円となりました。歳入は、保険料が１億２,０３２万７,０００円、国

庫支出金１億８,６４３万５,０００円、支払基金交付金１億８,２３０万９,０００円、道支出金１

億６６３万３,０００円、繰入金１億４,０２７万９,０００円、サービス収入３１０万１,０００円、

繰越金２,５４１万２,０００円、その他分担金及び負担金、使用料及び手数料、財産収入、諸収入

で１０万３,０００円となっております。

歳出は、総務費３,０８０万２,０００円、保険給付費６億３,０９９万１,０００円、地域支援事

業４,６４７万３,０００円、基金積立金９６９万９,０００円、諸支出金１,１７８万９,０００円

となっております。２,９４７万９,０００円の不用額を生じましたが、その主な要因は予算現額に

対する保険給付費の減によるものであります。介護給付費準備基金残高は、５,５００万７,０００
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円となっております。

次に、公共下水道事業特別会計の決算について申し上げます。

歳入総額は３億３,１００万５,０００円で、歳出総額３億２,３８９万円で、歳入歳出差引額が

７１１万４,０００円となりました。歳入の内訳は、使用料及び手数料５,９８１万７,０００円、

国庫支出金１,４８０万円、一般会計繰入金２億３,６６５万４,０００円、諸収入１,０００万９,

０００円、町債５００万円、繰越金４７２万５,０００円となっております。

歳出では、下水道費１億２,９２１万４,０００円、公債費１億９,４６７万６,０００円となって

おります。

次に、ガス事業会計の決算について申し上げます。

年度末ガス需要家戸数は１,０６１戸で、前年度に比べ３２戸減少となり、ガス販売量は２２万

３,５６５立方メートルで前年度に比べ４万５,２９４立方メートルの増加となりました。決算額は、

収益的収入１億１,７３９万３,０００円、収益的支出１億１,３３０万円、差引４０９万３,０００

円の利益となりました。この利益を前年度繰越欠損金から差し引きしますと、当年度未処理欠損金

は３億８,９７９万４,０００円となります。

収入の内訳は、ガス売上８,９７２万１,０００円、営業雑収益１,２６８万６,０００円、営業外

収益１,３９５万８,０００円、特別利益１０２万８,０００円、支出では、原料費２,０２３万４,

０００円、人件費２,９１１万１,０００円、その他事業費用５,５００万４,０００円、営業外費用

８９５万１,０００円となります。

資本的収入及び支出の決算額は、収入では、企業債２,７１０万円、出資金９０５万８,０００円、

支出では、建設改良費４,３７９万４,０００円、企業債償還金２,１４７万１,０００円、収入支出

差引不足額２,９１０万７,０００円については、過年度分損益勘定留保資金２,５８６万３,０００

円と当年度分消費税資本的収支調整額３２４万４,０００円で補てんいたしました。

次に、水道事業会計の決算について申し上げます。

年度末給水件数は２,７４５件で、前年度に比べ５０件の減少となり、年間給水量は６０万７９

０立方メートルで、前年度に比べて３,８９３立方メートルの減少となりました。決算額は、収益

的収入１億６,０５６万円、収益的支出１億５,２０４万８,０００円、差引８５１万２,０００円の

利益となりました。なお、前年度繰越欠損金はございませんので、利益分全額が当年度未処分利益

剰余金の一部となり、未処理分利益剰余金のうち、この未処理分利益剰余金８５１万２,０００円

の処分については、長万部町水道事業の剰余金の処分等に関する条例により、減債積立金に積立を

しております。

収入の内訳は、水道料金１億４,２２６万７,０００円、受託工事収益４３３万３,０００円、そ

の他の営業収益２０万７,０００円、営業外収益１,３７５万３,０００円、支出では、人件費２,８

１０万３,０００円、受託工事費１１８万８,０００円、減価償却費５,４５４万１,０００円、資産

減耗費１２万９,０００円、その他営業費用５,２１６万１,０００円、営業外費用１,５９２万６,

０００円となっております。資本的収入及び支出の決算額は、収入では、一般会計補助金３７８万

８,０００円、工事負担金は１２０万１,０００円、支出では建設改良費６９３万２,０００円、企

業債償還金５,１３０万２,０００円で、収入支出差引不足額５,３２４万５,０００円については、

過年度分損益勘定留保資金１,７５７万円、当年度分損益勘定留保資金２,９９６万１,０００円、

当年度分消費税資本的収支調整額５１万４,０００円、および建設改良積立金処分額５２０万円で
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補てんいたしました。なお、建設改良積立金を取り崩した未処分利益剰余金５２０万円については、

地方公営企業法第３２条第２項の規定により、議会の議決後に資本金として処分する形になります。

次に、病院事業会計の決算について申し上げます。

決算額は、収益的収入５億７,３５１万２,０００円、収益的支出は５億９,６４６万４,０００円

で、２,２９５万２,０００円の赤字となり、当年度分消費税資本的収支調整額を加えますと、２,

７３９万３,０００円の当年度純損失となりました。この当年度純損失に、前年度繰越欠損金を加

えますと、当年度未処理欠損金は３億８,２７７万８,０００円になります。次に、内訳について申

し上げます。収益的収入は、入院収益１億１,７２１万３,０００円、外来収益１億１,８７９万６,

０００円、その他医業収益３,３４９万３,０００円、医業外収益３億４００万４,０００円、医業

外収益のうち２億９,９８６万３,０００円は一般会計からの繰入金となります。また、収益的支出

は、人件費３億９,６３９万６,０００円、材料費５,１５２万５,０００円、経費１億２,１３６万

７,０００円、減価償却費２,３８５万５,０００円、資産減耗費８１万円、研究研修費９４万８,０

００円、医業外費用１５６万３,０００円となっております。資本的収入及び支出の決算額は、収

入では負担金１３万７,０００円、企業債５,９２０万円、支出では建設改良費６,１５６万円、企

業債償還金１３１万５,０００円で、不足額は当年度分消費税資本的収支調整額で補てんいたしま

した。

以上、平成２９年度一般会計及び特別会計並びに企業会計決算の概要を申し述べましたが、監査

委員の決算審査意見書は別冊のとおりであります。認定くださいますよう、よろしくお願いを申し

上げます。

３か所訂正お願いいたします。３頁の７行目、「３２６万１,６００円」と申し上げましたが、「３,

２６１万６,０００円」に訂正をお願いいたします。４頁２１行目、「１億８２１万１,０００円」

と申し上げましたが、「１億８,０２１万１,０００円」に訂正をお願いいたします。３点目、７頁

の２１行目、「その他医業収益３,３４９万３,０００円」と申し上げましたが、「３,３４９万９,０

００円」に訂正をお願いいたします。大変申し訳ございませんでした。

〔町長(木幡正志)自席へ〕

○議長（辻義雄） 以上をもって決算の説明を終わります。

◎決算審査意見報告

○議長（辻義雄） 続いて、監査委員に決算審査意見の報告を求めます。北口監査委員におかれま

しては、その場で着席したままで結構でございます。

北口監査委員。

○監査委員（北口義昭） 平成２９年度長万部町一般会計及び特別会計歳入歳出決算審査意見につ

いて報告いたします。

１頁をお開きください。

第１、審査した会計

１、平成２９年度長万部町一般会計

２、平成２９年度長万部町後期高齢者医療特別会計

３、平成２９年度長万部町国民健康保険特別会計
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４、平成２９年度長万部町介護保険特別会計

５、平成２９年度長万部町公共下水道事業特別会計

第２、審査に要した期間

平成３０年７月２４日から平成３０年８月８日まで、実８日間。

第３、審査の手続き

審査に付された平成２９年度一般会計特別会計歳入歳出決算書、同事項別明細書、実質収支に関

する調書および財産に関する調書の決算計数および執行状況の確認を行い、主要事業の各状況につ

いて、それぞれ関係諸帳簿および証拠書類との照合・確認を行うとともに、関係機関から資料の提

出と説明を求め、その実態の把握に努めながら、確実を期し審査を実施した。

また、地方自治法第２３５条の２の規定による例月出納検査において、現金および有価証券の残、

計数ならびに領収書の確認など、すでに実施済みのものについては、審査を省略した。

第４、審査の結果

１、審査に付された平成２９年度一般会計特別会計決算の計数は、それぞれ関係諸帳簿および証

拠書類と照合した結果、誤りのないものと認めた。なお、財産に関する調書の計数についても審査

したが、計数はいずれも正確であると認められた。

２、基金の運用状況については、基金の目的に沿って合理的かつ効率的に運用されていると認め

られた。

３、予算の執行状況については、審査した限りにおいておおむね適正、妥当であると認められた。

次に、審査意見について申し上げます。

１４頁をお開きください。

６、意見

歳入決算額は５３億７,４６１万４,５０１円で、予算額５３億３,８４７万９,４００円に対し、

３,６１３万５,１０１円の増収となり、予算に対する収入率は１００.７％で、前年度に比べ０.８

ポイント上回っている。調定額５４億３,１１０万５,６６２円に対する収入率は９９.０％となっ

ている。歳出決算額は５２億４,３２７万１,６１１円で、予算額５３億３,８４７万９,４００円に

対し執行率９８.２％で、不用額は９,５２０万７,７８９円となっている。歳入から歳出を差し引

いた１億３,１３４万２,８９０円が実質収支額となっている。歳入構成比率の主なものは、地方交

付税が４４.３％、町税が１２.３％、繰入金１１.０％で、全体の６７.６％を占めている。財源の

構成比率は、自主財源が３１.７％、依存財源が６８.３％となっており、前年度と比べ、自主財源

の割合がわずかながら減少し、依然として依存財源に頼らざるを得ない財政構造が続いている。収

入未済額は４,９１９万２,２５５円で、町税４,４８８万２,７１８円、分担金及び負担金２１４万

７,４９１円、使用料及び手数料２１６万２,０４６円であった。町財政の根幹をなす町税等の徴収

にあたっては、安定した財源の確保および公平公正な負担の観点からも、収入未済の実態を把握し、

適切な債権管理を行い、引き続き新たな収入未済の発生防止を図り、未済額の解消に総力をあげて

取り組まれることを望む。町税の不納欠損は合計７１０万９,６９５円で、その理由別の内訳は、

処分停止期間中に消滅時効が完成したものが３３４万６９５円、直ちに納税義務を消滅させたもの

が３７６万９,０００円となっており、昨年に比べ６８万４,５８２円減少している。不納欠損処分

については、法令等の制約があり個々の実態については把握できなかったが、税負担の公平性の観

点から、単に事務的に処理することなく、今後も厳正を期するよう努められたい。
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歳出を性質別分類でみると、人件費、扶助費、公債費を合わせた義務的経費は１６億９,１６１

万８,６３９円で、前年度と比較して１,５９８万５,５５６円の減となっている。内訳別にみると、

人件費は８億７,１０６万２,７５５円で、前年度と比較して３７６万４,４０９円の増、扶助費は

２億５,８９９万８,６５８円で、前年度と比較して６４万９,０６６円の減、公債費は５億６,１５

５万７,２２６円で、前年度と比較して１,９１０万８９９円の減となっている。歳出に占める義務

的経費の割合は３２.４％で、前年と比較すると２.０ポイント下回っているが、依然として義務的

経費のウェイトが高く、それだけ財政に余裕がないこととなり、この比率の動向には特に注意する

必要がある。投資的経費は１６億５,３２６万３,７５９円で、前年度と比較して３億９,４２７万

８,９４７円の増となっている。その他経費は１８億９,８３８万９,２１３円で、前年度と比較し

て９,５７７万２,８０５円の減となっている。本町の財政については、今後も厳しい財政状況が続

くものと想定されるため、費用対効果を十分検証のうえ、さらなる行財政の簡素化・効率化を進め、

公正で合理的かつ能率的な行財政運営を図り、住民サービスの質的向上に努力されたい。

続きまして、特別会計についてご報告いたします。

１６頁をお開きください。特別会計全般の歳入総額は２１億２,９９３万８,３３７円、歳出総額

は２１億５,１８６万９,０４３円で、歳入歳出差引マイナス２,１９３万７０６円となっている。

１７頁をお開きください。

１、後期高齢者医療特別会計

歳入決算額９,８０７万８,０８１円は、予算額９,８８９万２,０００円に対し８１万３,９１９

円の減収となり、予算に対する収入率は９９.２％で、前年度に比べ０.２ポイント下回っている。

調定額９,８３５万６,４８１円に対する収入率は９９.７％で、前年度に比べ０.２ポイント上回っ

ている。

歳出予算額９,８８９万２,０００円に対し、決算額９,７９４万４７９円執行率９９.０％で、不

用額は９５万１,５２１円となっている。歳入歳出差引額１３万７,６０２円となっており、翌年度

へ繰越している。

２、国民健康保険特別会計

歳入決算額９億３,６２５万５,３２０円は、予算額１０億９,０５２万３,０００円に対し、１億

５,４２６万７,６８０円の減収となり、予算に対する収入率は８５.９％で、前年度に比べ２.１ポ

イント上回っている。調定額９億８,１６１万７,１５１円に対する収入率は９５.４％で、前年度

に比べ０.７ポイント上回っている。

歳出予算額１０億９,０５２万３,０００円に対し、決算額１０億２８万３,３６６円、執行率９

１.７％で、不用額は９,０２３万９,６３４円となっている。

国民健康保険税は、調定額２億２,５３５万３,７７４円に対し、収入済額は１億８,０２１万１,

３４３円で、調定に対する収入率は８０.０％であり、前年度に比べ０.８ポイント上回っている。

収入未済額３,９３１万５,８５７円は、前年度に比べ６８８万３,０１７円の減少となっているが、

これは５８２万６,５７４円が不納欠損処分されたことが要因である。不納欠損処分の内訳は、処

分停止期間中に消滅時効が完成したものが５６人、５８２万６,５７４円となっており、前年に比

べ１人減、２３４万２,０１０円の増となっている。不納欠損処分については法令等の制約があり、

個々の実態については把握できなかったが、税負担の公平性の観点から、単に事務的に処理するこ

となく、今後も厳正を期するよう努められたい。本年度は収納率が向上したものの、被保険者の負
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担の公平を期すためにも、滞納者対策を強化し、さらなる収納率の向上と国民健康保険財政の健全

化に一層の努力を望みます。１８頁をお開きください。

３、介護保険特別会計

歳入決算額７億６,４５９万９,５１４円は、予算額７億５,９２３万３,０００円に対し５３６万

６,５１４円の増収となり、予算に対する収入率は１００.７％で、前年度に比べ０.８ポイント上

回っている。調定額７億６,６５７万１,１１４円に対する収入率は９９.７％で、前年度と同率と

なっている。

歳出予算額７億５,９２３万３,０００円に対し、決算額７億２,９７５万４,５６９円、執行率９

６.１％で、不用額は２,９４７万８,４３１円となっている。歳入歳出差引額は３,４８４万４,９

４５円となっており、翌年度へ繰越している。介護給付費準備基金の平成２９年度末現在高は５,

５００万６,５０５円となっております。

４、公共下水道事業特別会計

歳入決算額３億３,１００万５,４２２円は、予算額３億２,６８５万１,０００円に対し４１５万

４,４２２円の増収となり、予算に対する収入率は１０１.３％で、前年度に比べ０.６ポイント上

回っている。調定額３億３,６５８万７,９２１円に対する収入率は９８.３％で、前年度に比べ０.

４ポイント上回っている。

歳出予算額３億２,６８５万１,０００円に対し、決算額３億２,３８９万６２９円、執行率９９.

１％で、不用額は２９６万３７１円となっている。歳入歳出差引額は７１１万４,７９３円となっ

ており、翌年度へ繰越している。

次に、１９頁をお開きください。

４、基金の運用状況について申し上げます。各基金の本年度中増減額は、財政調整基金マイナス

３億７３６万３９１円、減債基金マイナス１,４９９万８,７７２円、地域振興基金１億７６９円、

生活交通確保対策基金マイナス６６５万９,９６２円、まちづくり基金８,６７３万２,２８４円、

地域福祉基金マイナス１９９万９,５７５円、中山間ふるさと水と土保全基金５２５円、学校教育

施設整備基金１８円、土地開発基金１,７８１円、備荒資金１１２万２,０８７円であり全基金の年

度末現在高は２０億５,２１１万３,５４４円となっている。各基金の平成２９年度末現在高につき

ましては、表に記載のとおりとなっております。

以上で、平成２９年度長万部町一般会計及び特別会計歳入歳出決算審査意見の報告を終わります。

続きまして、別冊の企業会計をお開きください。平成２９年度長万部町企業会計決算審査意見に

ついて報告いたします。

１頁をお開きください。

第１、審査した会計

１、平成２９年度長万部町ガス事業会計

２、平成２９年度長万部町水道事業会計

３、平成２９年度長万部町病院事業会計

第２、審査に要した期間

平成３０年７月１７日から平成３０年７月２０日まで、実２日間。

第３、審査の手続き

審査に付された平成２９年度各企業会計決算報告書ならびに損益計算書、剰余金計算書または欠
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損金計算書、剰余金処分計算書または欠損金処理計算書および貸借対照表などが、各事業の財政状

況および経営成績を適正に表示しているかどうかを検証するため、会計帳票、証拠書類等との照合

および確認を行うとともに、関係職員から説明を聴取し、予算の執行状況の適否について審査を実

施した。

第４、審査の結果

各会計ごとに決算諸表、経営状況などについて、決算の概要とともに次のとおり意見を述べる。

ガス事業会計から申し上げます。４頁をお開きください。

４、意見

審査の結果、会計決算はおおむね適正であると認められた。

事業経費の節減に努めながら経営の健全化に努力したため４０９万２,９５７円の当年度純利益

となり、この額を前年度繰越欠損金３億９,３８８万６,９９２円から差し引くと、当年度未処理欠

損金は３億８,９７９万４,０３５円となる。今後も、ガス需要家の減少等厳しい環境での事業運営

が予想されるため、ガス事業の今後の運営については、引き続き経営の健全な運営を図り、保安体

制を強化して安定供給に努力されたい。

続きまして、水道事業会計について申しあげます。７頁をお開きください。

４、意見

審査の結果、会計決算はおおむね適正であると認められた。

本年は、給水件数が前年度と比較して５０件減少し、給水量も前年度より減となったが、８５１

万２,１８５円の当年度純利益が計上されている。今年度は、当年度未処分利益剰余金が１,３７１

万２,１８５円計上されたが、今後も人口減少や給水戸数の減少により、給水収益の伸びは期待で

きず、厳しい事業運営が続くものと予想されることから、なお一層企業努力を重ね、経営の健全化

と良質水道の安定供給に努力されたい。

続きまして、病院事業会計について申し上げます。１０頁をお開きください。

４、意見

審査の結果、会計決算はおおむね適正であると認められた。

当病院は、公立病院としての高度医療や救急医療、地域に根ざした診療に住民の寄せる期待は極

めて大きい。平成２９年度決算においては、前年度に比べ入院患者数は増となったが、外来患者数

は減となり、一般会計からの繰入金２億９,９８６万２,７０７円を得ても、２,７３９万２,６７０

円の当年度損失が計上され、累積欠損金は３億８,２７７万７,５０７円と多額となっている。病院

経営はますます厳しい状況が続くが、より一層健全経営の確立に努め、地域医療の充実に努力され

ることを望む。

以上で、平成２９年度長万部町企業会計決算審査意見についての報告を終わります。ありがとう

ございました。

○議長（辻義雄） 以上で監査委員からの報告を終わります。

お諮りいたします。認定第１号から認定第８号までについては、議長および議会選出の監査委員

を除く８人の委員をもって構成する決算審査特別委員会を設置し、これに地方自治法第９８条第１

項の権限を委任のうえ付託して審査することにしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって認定第１号から認定第８号までについては、議長および議会選出
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の監査委員を除く８人の委員をもって構成する決算審査特別委員会を設置しこれに地方自治法第９

８条第１項の権限を委任のうえ付託して審査することに決定いたしました。

委員長、副委員長互選のため暫時休憩いたします。

１２時１９分 休憩

１２時２６分 再開

休憩前に引き続き会議を開きます。

ただいま委員長、副委員長が選任されましたのでご報告いたします。委員長には村川議員、副委

員長には柏倉議員、以上のとおり選任されました。

議案配付のため暫時休憩いたします。

１２時２６分 休憩

１２時２８分 再開

休憩前に引き続き会議を開きます。

◎諸般の報告

○議長（辻義雄） 諸般の報告を事務局長からいたします。

豊嶋事務局長。

○議会事務局長（豊嶋慎一） 諸般の報告をいたします。

ただいまから議題となります、同意第１号長万部町教育委員会委員の任命についての議案が町長

より提出されましたので、お手元に配付いたしました。以上であります。

○議長（辻義雄） 以上で諸般の報告を終わります。

◎同意第１号 長万部町教育委員会委員の任命について

○議長（辻義雄） 日程第２２、同意第１号長万部町教育委員会委員の任命についての件を議題と

いたします。提出者の説明を求めます。

木幡町長。

○町長（木幡正志） ただいま上程されました、同意第１号長万部町教育委員会委員の任命につき

まして、提案理由をご説明いたします。

教育委員北山陽子氏は、平成３０年９月３０日付をもって任期満了となりますので、再度任命い

たしたく、地方教育行政の組織および運営に関する法律第４条第２項の規定により、議会の同意を

求めるものであります。

任命の同意を求める委員は、住所、山越郡長万部町字長万部２６４番地、氏名、北山陽子氏で、

昭和２３年２月１５日生まれでございます。よろしくご同意くださるようお願いをいたします。

○議長（辻義雄） これより質疑を行います。質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。
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これより直ちに本件を採決いたします。

お諮りいたします。本件はこれに同意することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって本件はこれに同意することに決定いたしました。

議案配付のため暫時休憩いたします。

１２時３０分 休憩

１２時３１分 再開

休憩前に引き続き会議を開きます。

◎諸般の報告

○議長（辻義雄） 諸般の報告を事務局長からいたします。

豊嶋事務局長。

○議会事務局長（豊嶋慎一） 諸般の報告をいたします。

ただいまから議題となります、諮問第１号人権擁護委員の推薦についての議案が町長より提出さ

れましたので、お手元に配付いたしました。以上であります。

○議長（辻義雄） 以上で諸般の報告を終わります。

◎諮問第１号 人権擁護委員の推薦について

○議長（辻義雄） 日程第２３、諮問第１号人権擁護委員の推薦についての件を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

木幡町長。

○町長（木幡正志） ただいま上程されました、諮問第１号人権擁護委員の推薦につきまして、提

案理由をご説明いたします。

長万部町には現在３名の人権擁護委員が法務大臣から委嘱されております。このたびそのうちの

小野雄二氏が平成３０年１２月３１日付をもって任期満了となりますので、再度推薦いたしたく人

権擁護委員法第６条第３項の規定により議会の同意を求めるものであります。

推薦する候補者の住所は山越郡長万部町字長万部３７９番地、氏名は小野雄二氏で、昭和３８年

１２月２日生まれでございます。よろしくお願いをいたします。

○議長（辻義雄） これより質疑を行います。質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本件を採決いたします。

お諮りいたします。本件はこれに同意することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって本件はこれに同意することに決定いたしました。
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◎休会の決定

○議長（辻義雄） 以上で本日の日程は全部終了いたしました。

お諮りいたします。議案等の調査のため、９月８日から１１日までの４日間を休会したいと思い

ます。これにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって９月８日から１１日までの４日間は休会とすることに決定いたし

ました。

なお、本会議は９月１２日午前１０時から再開いたしますのでご承知おき願います。

◎散会宣告

○議長（辻義雄） 本日はこれにて散会いたします。ご苦労様でした。

１２時３４分 散会


